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令和６年度神戸市における部活動の地域移行に向けた戦略的広報業務委託 

 実施要領（公募型プロポーザル） 

 

 

１ 案件名称 

令和６年度神戸市における部活動の地域移行に向けた戦略的広報業務 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

本業務は、神戸市立中学校における部活動の地域移行に向けて、①活動団体が応募する動機

となる広報、②保護者・児童生徒を対象とした「KOBE◆KATSU（コベカツ）」の理解を深める広

報、③企業の共感を得て「KOBE◆KATSU（コベカツ）」に対する支援の動機につながる広報な

ど、本市が今後の施策を推進するうえで必要となる戦略的広報の企画、プロジェクトの運営、

効果的な広報ツールの制作を目的とする。 

（２）業務内容 

別紙「仕様書」のとおり 

（３）事業規模（契約上限額） 

金6,000千円（消費税及び地方消費税を含む） 

（４）契約期間 

契約締結日から令和７年２月28日まで 

（５）費用分担 

別紙「仕様書」のとおり 

（６）市側から提供する資料、貸与品等 

別紙「仕様書」のとおり 

 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕様書

及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結

をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受託者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関す

る要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

 

４ 参加資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 
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（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始

の決定がされている者、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生計画認可の決

定されているものを除く。）でないこと。 

（３）国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納していないこと 

（４）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停止基準要

綱に基づく指名停止を受けていないこと。 

（５）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。 

（６）代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処されている者がいないこと。 

（７）業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを

受けていること。 

（８）複数の事業者等により構成される共同企業体を構成する場合は、構成員全てが上記(１)～(７)

に掲げる要件を全て満たしていること。 

 

※共同企業体での応募の場合は、以下の内容を遵守すること。 

① 共同企業体の中から代表者を決定し、その意思決定を代表すること 。 

② 代表者は、企画提案参加申込書兼質問書（様式１）、企画提案書・事業見積書（様式５）に

基づく業務の総括、代表者以外の構成員間の調整、神戸市との調整の窓口を行い、構成員は

役割分担をすること。 

③ 共同企業体の代表者及び構成員は、他の共同企業体の代表者及び構成員になることができな

い。 

④ 企画提案書・事業見積書（様式５）については代表者のみ提出することとし、「共同企業体

結成届出書（様式３）」の提出もすること。誓約書（様式２）については、代表者及び構成

員共に各社押印の上、提出すること。 

 

５ スケジュール 

（１）公募開始                令和６年７月２３日（火） 

（２）企画提案参加申込書兼質問書の提出期限  令和６年８月７日（水）17時00分まで 

（３）質問に対する回答            令和６年８月９日（金）（予定） 

（４）企画提案書・事業見積書の提出期限    令和６年９月３日（火）17時00分まで 

（５）選定結果通知              令和６年９月１０日（火）（予定） 

（６）契約締結・事業開始           令和６年９月中旬（予定） 

（７）事業完了                令和７年２月２８日（金） 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）企画提案参加申込書兼質問書の提出 

① 受付期間 令和６年７月２３日（火）から令和６年８月７日（水）17時00分まで 

② 提出書類  

・企画提案参加申込書兼質問書（様式１） 

・会社概要・団体概要（任意様式） 

・誓約書（様式２） 

・事業経歴書（任意様式） 
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・本業務の類似業務を受託又は自ら実施した実績を示す資料（実績がある場合のみ） 

・共同企業体結成届出書（共同企業体で提案する場合のみ）（様式３） 

・委託業務推進体制図（共同企業体で提案する場合のみ）（様式４） 

   ※ 神戸市入札参加資格者として登録のないものが応募する場合は、提出書類に加え以下の資

料を提出する。 

・法人登記簿謄本（又は登記事項全部証明書） 

（提出日から起算して３か月以内に発行された正本） 

・納税証明書その３の３（法人税と消費税及地方消費税）（直近１年分） 

③ 提出方法 上記②提出書類を、本要領「９．提出先、問い合わせ先」まで、Ｅメールにより

提出すること。 

④ 質問回答 令和６年８月９日ごろに企画提案参加申込書兼質問書に記載のメールアドレス宛

てに送付する。回答内容は本要領及び業務仕様書を補足する効力を持つものとす

る。 

 

（２）企画提案書・事業見積書の提出 

  ① 受付期間 令和６年８月２７日（火）から令和６年９月３日（火）17時00分まで（必着） 

  ※持参による場合は、神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各

号に掲げる本市の休日を除く 午前９時～正午、午後１時～午後５時 

    なお、持参する場合は事前に電話連絡をすること。 

② 提出書類 

・企画提案書・事業見積書（様式５） 

Ａ４版とし、10ページ以内とする。 

企画提案書の必須記載事項は、以下のとおりとする。 

(ｱ) 本業務に対する考え方 

(ｲ) 提案のアピールポイント 

(ｳ) 本業務の実施方法、手法等 

  (ｴ) 設定課題に対する解決案または解決手法等 

(ｵ) 仕様書「4.業務内容」に対する実績 

(ｶ) 本業務にかかる実施体制・支援体制 

(ｷ) 提案見積と積算根拠 

③ 提出部数 

・企画提案書・事業見積書（様式５） 

ＰＤＦデータおよび印刷物７部（正本１部、副本６部） 

  ④ 提出方法 

   ＰＤＦデータは電子メール、印刷物は持参又は郵送とする。 

※ 提出先は、本要領９に定める担当部署 

  ⑤ その他 

   提出後に、提案内容について神戸市から問い合わせることがある。 
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７ 選定に関する事項 

（１）選定基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

評価項目 配点 

企画提案内容 

・業務目的および業務内容の理解度 

・業務遂行にあたっての総合的な視点、姿勢 

・効果的な広報の提案 

・設定課題に対する解決手法の適格性、実現性、独創性 

５０ 

実現可能性 

・業務遂行にあたっての体制 

・プロジェクト推進の柔軟性・妥当性 

・類似業務実績の豊富さ 

30 

地元企業 

の受注機会 

・地元企業もしくは準地元企業（本社が市内にないが、支店等

が市内にある企業）であるか 
１０ 

見積金額 ・提案内容に対して見積金額が適切であるか １０ 

計 100 

 

（２）選定方法 

① 企画提案審査を実施し、評価基準に基づき評価を行う。なお、必要に応じてヒアリングを実

施することとし、ヒアリングの方法・日時については別途通知する。 

② 審査の結果、評価点の最も高い事業者を、受託候補者として選定する。 

③ 審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、「設定課題に対する解決手法の適

格性、実現性、独創性」の項目の点数が高い方を選定する。 

④ 受託候補者が辞退又は本要領の規定に違反した事等を理由に協議が不調のときは、企画提案

審査で順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行う。 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

② 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

③ 事業者選定終了までの間に､他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

（４）選定結果の通知及び公表 

選定結果は決定後速やかに、すべての参加者に対し通知し、また、本市ホームページに掲載す

る。 

 

８ その他 

（１）留意事項・条件等 

① 本プロポーザルに要する費用は、応募者の負担とする。 

② 提出書類は日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

 採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当

な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 
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③ いかなる場合も提出された書類の返却はしない。また、提出後の内容の修正及び変更は原則

として認めない。 

④ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用途以外に応募者に無断で使用しない。ただ

し、 神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報

等）を除いて、情報公開の対象となる。 

⑤ 選定された事業者は、神戸市の定める委託契約約款に基づき契約手続きを行い、契約を締結

する。また、提出された書類に関する内容も契約の範囲とする。 

⑥ 契約時における業務費用については、見積り額を上回らないこととする。 

⑦ 契約締結後、応募資格を満たさないことが判明した場合または書類に虚偽の記載等が発覚し

た場合は、神戸市は何ら催告を要せず契約を解除することができる。なお、これにより事業者

に生じた損害について神戸市は一切の責任を負わない。 

⑧ 公募型プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに参加辞退届（様式６）により、本

要領９に定める部署まで届け出ること。 

 

９ 提出先・問い合わせ先 

〒６５０－００４４ 

神戸市中央区東川崎町１－３－３ 神戸ハーバーランドセンタービル４階 

神戸市教育委員会事務局 学校教育部 児童生徒課  担当：魚山 

電 話：０７８－９８４－０７２４ ※受付時間 平日9:30～12:30､13:30～17:30 

メールアドレス：bukatsudo@office.city.kobe.lg.jp 


